
四
九
三

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
一
節　

請
願
の
提
出　
　

（
四
〇
〇
、
四
〇
一
）

第
十
七
章　

請
願
等

第
一
節　

請
願
の
提
出

四
〇
〇　

請
願
書
に
は
、
請
願
者
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
す
る

請
願
書
に
は
、
請
願
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
住
所
の
な
い
場
合
は
居
所
）
を
記
載
す
る
。
た
だ
し
、
請
願
者
が
法
人
の

場
合
は
、
そ
の
名
称
の
ほ
か
、
代
表
者
の
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

な
お
、
法
人
を
除
い
て
は
、
総
代
の
名
義
に
よ
る
請
願
は
、
こ
れ
を
受
理
し
な
い
。

四
〇
一　

外
国
人
か
ら
の
請
願
書
を
受
理
し
た
例

第
十
五
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
三
日
揮
発
油
税
軽
減
に
関
す
る
請
願
が
日
本
在
住
の
外
国
人
か
ら
提
出
さ

れ
、
こ
れ
を
受
理
し
た
。

第
九
十
四
回
国
会　

昭
和
五
十
六
年
五
月
二
十
二
日
低
レ
ベ
ル
放
射
性
廃
棄
物
の
太
平
洋
へ
の
投
棄
反
対
に
関
す
る
請

憲 

第
一
六
条

規 

第
一
六
二

条

　

 

第
一
六
三

条

憲 

第
一
六
条

規 

第
一
六
二

条



四
九
四

願
が
日
本
に
短
期
間
滞
在
の
外
国
人
か
ら
、
日
本
に
お
け
る
居
所
を
記
載
の
上
、
日
本
人
と
連
名
で
提
出
さ
れ
、
こ

れ
を
受
理
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

四
〇
二　

請
願
書
の
提
出
に
は
議
員
の
紹
介
を
要
し
、
請
願
書
に
は
紹
介
議

員
が
署
名
又
は
記
名
押
印
す
る

議
院
に
請
願
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
議
員
の
紹
介
に
よ
り
議
長
宛
て
に
請
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
こ
の

場
合
、
紹
介
議
員
は
請
願
書
に
署
名
又
は
記
名
押
印
す
る
。

参
照　

四
〇
三
号

四
〇
三　

請
願
書
が
提
出
さ
れ
た
後
に
紹
介
議
員
が
議
員
の
地
位
を
失
っ
て

も
、
そ
の
請
願
は
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う

請
願
書
が
提
出
さ
れ
た
後
に
こ
れ
を
紹
介
し
た
議
員
が
辞
職
、
退
職
、
逝
去
等
に
よ
り
議
員
の
地
位
を
失
っ
て
も
、
そ

国 

第
七
九
条

国 

第
七
九
条



四
九
五

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
一
節　

請
願
の
提
出　
　

（
四
〇
二
、
四
〇
三
）

の
請
願
は
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
。
そ
の
主
な
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
七
回
国
会　

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
二
十
二
日
受
理
し
た
農
家
の
保
有
米
確
保
保
障
に
関
す
る
請
願
（
昭
和
二
十

五
年
一
月
二
十
日
農
林
委
員
会
に
付
託
）
の
紹
介
議
員
中
西
功
君
は
、
昭
和
二
十
五
年
一
月
二
十
八
日
議
員
を
辞
職
し

た
が
、
同
請
願
は
、
同
年
四
月
二
十
八
日
委
員
会
の
審
査
を
終
了
し
、
同
年
五
月
一
日
の
会
議
に
お
い
て
採
択
さ

れ
た
。

第
十
回
国
会　

昭
和
二
十
五
年
十
二
月
十
三
日
受
理
し
た
二
本
松
電
報
電
話
局
局
舎
新
築
お
よ
び
電
話
交
換
方
式
変

更
等
促
進
に
関
す
る
請
願
の
紹
介
議
員
橋
本
萬
右
衞
門
君
は
、
同
月
二
十
七
日
逝
去
し
た
が
、
同
請
願
は
、
昭
和

二
十
六
年
一
月
二
十
七
日
電
気
通
信
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
同
年
三
月
二
十
九
日
委
員
会
の
審
査
を
終
了
し
、
同

月
三
十
一
日
の
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

第
四
十
三
回
国
会　

昭
和
三
十
八
年
二
月
十
八
日
受
理
し
た
競
争
事
業
労
働
者
の
保
障
に
関
す
る
請
願
の
紹
介
議
員

吉
田
法
晴
君
は
、
同
月
二
十
八
日
退
職
と
な
っ
た
が
、
同
請
願
は
、
同
年
三
月
一
日
商
工
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、

同
年
七
月
六
日
同
委
員
会
に
お
い
て
審
査
を
行
っ
た
（
審
査
未
了
）
。

第
九
十
六
回
国
会　

昭
和
五
十
七
年
三
月
十
六
日
受
理
し
た
旧
満
州
棉
花
株
式
会
社
の
恩
給
対
象
機
関
認
定
に
関
す

る
請
願
（
同
月
二
十
六
日
内
閣
委
員
会
に
付
託
）
の
紹
介
議
員
江
藤
智
君
は
、
同
年
六
月
二
十
六
日
逝
去
し
た
が
、
同

請
願
は
、
同
年
八
月
十
九
日
委
員
会
の
審
査
を
終
了
し
、
同
月
二
十
日
の
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。



四
九
六

第
百
回
国
会　

昭
和
五
十
八
年
九
月
二
十
八
日
受
理
し
た
慢
性
及
び
神
経
疾
患
の
児
童
生
徒
の
療
育
給
付
の
拡
大
等

に
関
す
る
請
願
（
同
年
十
月
七
日
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
）
の
紹
介
議
員
戸
塚
進
也
君
は
、
同
年
十
一
月
十
八
日
議

員
を
辞
職
し
た
が
、
同
請
願
は
、
同
月
二
十
四
日
同
委
員
会
に
お
い
て
審
査
を
行
っ
た
（
審
査
未
了
）
。

第
百
二
回
国
会　

昭
和
五
十
九
年
十
二
月
七
日
受
理
し
た
非
課
税
貯
蓄
制
度
の
改
正
反
対
及
び
限
度
額
の
枠
拡
大
に

関
す
る
請
願
（
同
月
二
十
一
日
大
蔵
委
員
会
に
付
託
）
の
紹
介
議
員
村
田
秀
三
君
は
、
昭
和
六
十
年
一
月
五
日
逝
去
し

た
が
、
同
請
願
は
、
同
年
六
月
二
十
一
日
同
委
員
会
に
お
い
て
審
査
を
行
っ
た
（
審
査
未
了
）
。

第
百
十
四
回
国
会　

平
成
元
年
四
月
二
十
七
日
受
理
し
た
日
本
の
森
林
の
復
元
に
関
す
る
請
願
（
同
年
五
月
十
二
日
農

林
水
産
委
員
会
に
付
託
）
の
紹
介
議
員
志
苫
裕
君
は
、
同
年
五
月
十
五
日
退
職
と
な
っ
た
が
、
同
請
願
は
、
同
年
六

月
二
十
一
日
委
員
会
の
審
査
を
終
了
し
、
同
月
二
十
二
日
の
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

参
照　

一
五
一
号
、
四
〇
二
号

四
〇
四　

同
一
議
員
の
紹
介
に
よ
り
同
日
に
提
出
さ
れ
た
同
一
内
容
の
請
願

書
は
、
一
括
し
一
件
と
し
て
取
り
扱
う

同
一
議
員
の
紹
介
に
よ
り
同
日
に
提
出
さ
れ
た
同
一
内
容
の
請
願
書
が
数
通
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
括
し
一
件
と
し



四
九
七

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
一
節　

請
願
の
提
出　
　

（
四
〇
四
―
四
〇
六
）

て
取
り
扱
う
。

（
注
）
第
八
回
国
会
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
九
日
の
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
、
こ
の
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。

四
〇
五　

請
願
書
の
受
理
は
召
集
日
か
ら
行
う�

会
期
末
に
お
い
て
は
審
査
の
都
合
上
、
請
願
書
の
紹
介
提
出
に
つ

き
期
限
を
付
す
る
の
を
例
と
す
る

請
願
書
の
受
理
は
召
集
日
か
ら
行
う
。

会
期
末
に
お
い
て
は
、
請
願
文
書
表
の
作
成
、
委
員
会
の
審
査
等
の
都
合
上
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
の
決
定
に
よ

り
、
請
願
書
の
紹
介
提
出
に
つ
き
、
期
限
を
付
す
る
の
を
例
と
す
る
。
そ
の
期
限
は
、
従
来
の
例
に
よ
れ
ば
、
お
お
む

ね
会
期
終
了
日
前
五
日
乃
至
七
日
で
あ
る
。

四
〇
六　

会
期
が
極
め
て
短
期
間
の
た
め
請
願
書
を
受
理
し
な
か
っ
た
例

会
期
が
極
め
て
短
期
間
の
た
め
、
そ
の
会
期
中
請
願
書
の
紹
介
提
出
は
行
わ
な
い
と
の
議
院
運
営
委
員
会
又
は
同
理
事



四
九
八

会
の
決
定
に
よ
り
、
請
願
書
を
受
理
し
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
一
回
国
会
（
臨
時
）　
　
　

会
期
三
日
間

第
三
十
五
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
五
日
間

第
六
十
九
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
七
日
間

第
七
十
九
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
五
日
間

第
八
十
三
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
四
日
間

第
八
十
六
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
七
日
間

第
九
十
九
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
六
日
間

第
百
六
回
国
会
（
特
別
）　
　
　

会
期
四
日
間

第
百
十
回
国
会
（
臨
時
）　
　
　

会
期
六
日
間

第
百
十
五
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
六
日
間

第
百
二
十
四
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
五
日
間

第
百
三
十
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
五
日
間

第
百
三
十
三
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
五
日
間

第
百
三
十
五
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
三
日
間



四
九
九

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
一
節　

請
願
の
提
出　
　

（
四
〇
六
）

第
百
三
十
八
回
国
会
（
特
別
）　

会
期
六
日
間

第
百
四
十
八
回
国
会
（
特
別
）　

会
期
三
日
間

第
百
五
十
二
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
四
日
間

第
百
六
十
七
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
四
日
間

第
百
七
十
二
回
国
会
（
特
別
）　

会
期
四
日
間

第
百
八
十
二
回
国
会
（
特
別
）　

会
期
三
日
間

第
百
八
十
四
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
六
日
間

第
百
八
十
八
回
国
会
（
特
別
）　

会
期
三
日
間

第
百
九
十
一
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
三
日
間

第
百
九
十
九
回
国
会
（
臨
時
）　

会
期
五
日
間

第
二
百
二
回
国
会
（
臨
時
）　
　

会
期
三
日
間

第
二
百
六
回
国
会
（
特
別
）　
　

会
期
三
日
間

（
注
）
第
百
五
回
国
会
（
臨
時
）、
第
百
三
十
七
回
国
会
（
臨
時
）
及
び
第
百
九
十
四
回
国
会
（
臨
時
）
に
お
い
て
は
、
召
集
日
の
会
期

決
定
前
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
た
め
、
請
願
書
を
受
理
し
な
か
っ
た
。



五
〇
〇

四
〇
七　

国
会
の
休
会
中
に
請
願
書
を
受
理
し
た
例

第
三
回
国
会　

昭
和
二
十
三
年
十
月
二
十
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
七
日
ま
で
の
国
会
の
休
会
中
、
同
年
十
月
二
十
五
日

早
月
信
号
場
を
駅
に
昇
格
の
請
願
書
外
一
件
を
受
理
し
、
そ
の
後
同
休
会
中
に
十
六
件
の
請
願
書
を
受
理
し
た
（
こ

れ
ら
の
請
願
は
、
同
年
十
一
月
十
三
日
委
員
会
に
付
託
し
た
）
。

参
照　

二
九
号
、
一
六
九
号
、
三
八
四
号

四
〇
八　

請
願
書
の
取
下
げ
は
、
議
長
が
許
可
す
る

請
願
書
の
取
下
げ
は
、
議
長
が
こ
れ
を
許
可
す
る
。
こ
の
場
合
、
請
願
者
は
、
文
書
に
よ
り
紹
介
議
員
を
経
て
そ
の
旨

を
議
長
に
申
し
出
る
こ
と
を
要
す
る
。

参
照　

一
八
九
号



五
〇
一

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
一
節　

請
願
の
提
出　
　

（
四
〇
七
―
四
〇
九
）

四
〇
九　

請
願
文
書
表
は
、
毎
週
一
回
作
成
し
、
こ
れ
を
参
議
院
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
各
議
員
に
提
供
す

る

請
願
文
書
表
は
、
休
会
中
を
除
き
、
毎
週
一
回
作
成
し
、
こ
れ
を
参
議
院
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
ト
ラ

ネ
ッ
ト
）
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
各
議
員
に
提
供
す
る
。

請
願
文
書
表
に
は
、
請
願
ご
と
に
受
理
番
号
、
受
理
年
月
日
、
件
名
、
請
願
者
の
住
所
氏
名
、
紹
介
議
員
の
氏
名
及
び

請
願
の
趣
旨
を
記
載
す
る
。
な
お
、
こ
の
場
合
、
付
託
委
員
会
別
に
ま
と
め
る
の
を
例
と
す
る
。
た
だ
し
、
付
託
す
べ

き
委
員
会
が
決
ま
ら
な
い
請
願
は
、
付
託
委
員
会
未
定
の
請
願
と
表
示
し
、
付
託
委
員
会
が
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の

後
提
供
す
る
最
近
の
文
書
表
の
当
該
委
員
会
の
欄
に
付
託
さ
れ
た
旨
を
記
載
す
る
。

（
注
）
請
願
文
書
表
は
、
印
刷
し
て
各
議
員
に
配
付
し
て
い
た
が
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
け
る
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
協
議
を

踏
ま
え
、
第
百
九
十
八
回
国
会
に
お
い
て
本
院
規
則
の
改
正
（
令
和
元
年
六
月
二
十
六
日
議
決
）
が
行
わ
れ
、
同
年
八
月
一
日

に
召
集
さ
れ
た
第
百
九
十
九
回
国
会
か
ら
電
磁
的
記
録
の
提
供
そ
の
他
の
適
当
な
方
法
に
よ
り
各
議
員
に
提
供
す
る
こ
と
と

な
っ
た
。

参
照　

二
九
号
、
四
一
一
号

規 
第
一
六
五

条

（
規 

第
一

六

九

一

六

九

条
）



五
〇
二

第
二
節　

請
願
の
付
託

四
一
〇　

請
願
は
、
請
願
文
書
表
の
提
供
と
同
時
に
委
員
会
又
は
憲
法
審
査

会
に
付
託
す
る

請
願
は
、
毎
週
一
回
請
願
文
書
表
の
提
供
と
同
時
に
、
議
長
が
適
当
な
委
員
会
又
は
憲
法
審
査
会
に
付
託
す
る
。
た
だ

し
、
会
期
末
に
お
い
て
は
、
週
二
回
以
上
付
託
す
る
こ
と
が
あ
る
。
な
お
、
会
期
末
に
お
い
て
文
書
表
の
提
供
が
間
に

合
わ
な
い
た
め
、
こ
れ
を
提
供
す
る
こ
と
な
く
付
託
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
文
書
表
は
追
っ
て
提
供
す
る
。

参
照　

一
七
六
号

四
一
一　

請
願
を
付
託
す
べ
き
委
員
会
又
は
憲
法
審
査
会
を
定
め
難
い
場
合

に
は
、
議
長
は
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
っ
て
付
託
す
る

の
を
例
と
す
る

請
願
が
、
い
ず
れ
の
常
任
委
員
会
若
し
く
は
憲
法
審
査
会
の
所
管
に
属
す
る
か
明
ら
か
で
な
い
場
合
、
数
個
の
常
任
委

国 

第
八
〇
条

　

 

第
一
〇
二

条
の
九

規 

第
一
六
六

条

憲
規 

第
二
六

条

（
規 

第
二
九

条
）

（　

 

第
二
九
二
九

条
の
三三

）

（　

 

第
七
四

条
）

（
憲
規 

第
一

条
）

（ 

第
二
六
条
）



五
〇
三

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
二
節　

請
願
の
付
託　
　

（
四
一
〇
―
四
一
二
）

員
会
若
し
く
は
憲
法
審
査
会
の
所
管
に
属
す
る
場
合
又
は
特
別
委
員
会
の
調
査
事
項
若
し
く
は
付
託
議
案
に
関
連
の
あ

る
場
合
で
、
付
託
す
べ
き
委
員
会
又
は
憲
法
審
査
会
を
定
め
難
い
と
き
は
、
議
長
は
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
っ

て
付
託
す
る
の
を
例
と
す
る
。

参
照　

一
七
八
号
、
一
八
二
号
、
一
八
三
号
、
四
〇
九
号

四
一
二　

付
託
委
員
会
を
定
め
難
い
議
案
に
関
連
す
る
請
願
に
つ
き
、
当
該

議
案
の
付
託
を
待
っ
て
委
員
会
に
付
託
し
た
例

第
八
十
七
回
国
会　

昭
和
五
十
四
年
二
月
二
十
八
日
受
理
し
た
元
号
法
制
化
反
対
に
関
す
る
請
願
等
（
十
五
件
）
の
請

願
は
、
同
年
二
月
二
日
提
出
さ
れ
た
元
号
法
案
（
閣
法
第
二
号
）
が
委
員
会
に
付
託
さ
れ
る
ま
で
、
付
託
委
員
会
未

定
の
請
願
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
な
お
、
同
法
案
は
同
年
四
月
二
十
七
日
内
閣
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ

ら
の
請
願
も
同
日
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

第
百
一
回
国
会　

昭
和
五
十
九
年
六
月
十
五
日
受
理
し
た
臨
時
教
育
審
議
会
設
置
法
制
定
反
対
に
関
す
る
請
願
（
百
十

件
）
は
、
同
年
三
月
二
十
七
日
提
出
さ
れ
た
臨
時
教
育
審
議
会
設
置
法
案
（
閣
法
第
四
七
号
）
が
委
員
会
に
付
託
さ

れ
る
ま
で
、
付
託
委
員
会
未
定
の
請
願
と
し
て
取
り
扱
っ
た
。
な
お
、
同
法
案
は
同
年
七
月
十
三
日
内
閣
委
員
会
に

国 

第
五
六
条

規 

第
二
九
条

（
規 

第
七
四

条
）



五
〇
四

付
託
さ
れ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
請
願
も
同
日
同
委
員
会
に
付
託
し
た
。

そ
の
他
同
例
が
あ
る
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

第
七
十
五
回
国
会　

昭
和
五
十
年
二
月
四
日
受
理
し
た
山
村
振
興
法
の
有
効
期
限
延
長
等
に
関
す
る
請
願
（
二
件
）

は
、
付
託
委
員
会
を
定
め
難
い
た
め
同
月
二
十
六
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
諮
り
、
農
林
水
産
委
員
会
に

付
託
し
た
。
な
お
、
山
村
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
一
号
）
は
同
年
三
月
十
三
日
提
出
さ
れ
、

同
日
同
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。

参
照　

一
七
八
号

四
一
三　

不
適
正
行
政
に
対
す
る
苦
情
を
内
容
と
す
る
請
願
は
、
行
政
監
視

委
員
会
に
付
託
す
る

行
政
運
営
上
の
遅
延
、
不
適
切
、
怠
慢
、
不
注
意
、
能
力
不
足
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
適
正
行
政
に
対
す
る
苦
情
を
内

容
と
す
る
請
願
（
苦
情
請
願
）
は
、
行
政
監
視
委
員
会
に
付
託
す
る
。

（
注
）
行
政
監
視
委
員
会
は
、
第
百
四
十
一
回
国
会
に
お
け
る
国
会
法
及
び
本
院
規
則
の
改
正
に
よ
り
、
第
百
四
十
二
回
国
会
平
成
十

規 

第
七
四
条



五
〇
五

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
二
節　

請
願
の
付
託　
　

（
四
一
三
―
四
一
五
）

年
一
月
十
二
日
（
召
集
日
）
に
新
設
さ
れ
た
。

四
一
四　

裁
判
官
の
罷
免
を
求
め
る
請
願
は
、
委
員
会
に
付
託
し
な
い
で
裁

判
官
訴
追
委
員
会
に
送
付
す
る

裁
判
官
の
罷
免
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て
は
、
議
長
は
、
こ
れ
を
委
員
会
に
付
託
し
な
い
で
、
裁
判
官
訴
追
委
員
会
に

送
付
す
る
。
そ
の
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
六
回
国
会　

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
二
日
に
受
理
し
た
最
高
裁
判
所
裁
判
官
ひ
免
に
関
す
る
請
願
は
同
月
十
七

日
裁
判
官
訴
追
委
員
会
に
送
付
し
た
。

四
一
五　

請
願
の
付
託
を
変
更
し
た
例

請
願
を
委
員
会
に
付
託
し
た
後
、
他
の
委
員
会
に
付
託
を
変
更
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
議
長
は
、

付
託
を
変
更
す
る
。
そ
の
主
な
例
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
十
三
回
国
会　

昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
三
日
地
方
行
政
委
員
会
に
付
託
し
た
広
島
市
大
須
賀
町
に
特
殊
飲
食
店

規 

第
一
六
七

条

0

0



五
〇
六

街
設
置
反
対
の
請
願
は
、
同
年
六
月
七
日
厚
生
委
員
会
に
付
託
を
変
更
し
た
。

第
四
十
三
回
国
会　

昭
和
三
十
八
年
二
月
一
日
及
び
同
年
六
月
七
日
外
務
委
員
会
に
付
託
し
た
Ｉ
・
Ｌ
・
Ｏ
条
約
第

八
十
七
号
即
時
批
准
等
に
関
す
る
請
願
外
二
件
の
請
願
は
、
同
年
六
月
十
四
日
国
際
労
働
条
約
第
八
十
七
号
等
特

別
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
た
め
、
同
月
十
七
日
同
特
別
委
員
会
に
付
託
を
変
更
し
た
。

第
八
十
四
回
国
会　

昭
和
五
十
三
年
三
月
三
十
一
日
交
通
安
全
対
策
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
駅
前
自
転
車
置
き
場

の
管
理
機
関
に
関
す
る
請
願
は
、
駅
前
自
転
車
置
場
等
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
が
建
設
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た

た
め
、
同
年
六
月
六
日
同
委
員
会
に
付
託
を
変
更
し
た
。

第
九
十
四
回
国
会　

昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
四
日
社
会
労
働
委
員
会
に
付
託
し
た
在
留
外
国
人
に
対
す
る
国
民
年

金
法
の
適
用
等
に
関
す
る
請
願
は
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
等
へ
の
加
入
に
伴
う
出
入
国
管
理
令
そ
の
他
関

係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
が
法
務
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
た
め
、
同
年
五
月
九
日
同
委
員
会
に
付
託
を
変

更
し
た
。

第
百
四
十
回
国
会　

平
成
九
年
三
月
七
日
、
同
月
二
十
一
日
及
び
二
十
八
日
外
務
委
員
会
に
付
託
し
た
沖
縄
の
米
軍

基
地
の
縮
小
・
撤
去
、
日
米
地
位
協
定
の
見
直
し
、
軍
用
地
強
制
使
用
の
た
め
の
立
法
措
置
反
対
に
関
す
る
請
願

外
六
件
並
び
に
同
年
二
月
二
十
一
日
及
び
三
月
七
日
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
沖

縄
米
軍
用
地
強
制
使
用
の
た
め
の
特
別
立
法
反
対
等
に
関
す
る
請
願
外
一
件
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と



五
〇
七

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
三
節　

請
願
の
会
議　
　

（
四
一
六
）

の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊

の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
土
地
等
の
使
用
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が

日
米
安
全
保
障
条
約
の
実
施
に
伴
う
土
地
使
用
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
た
め
、
同
年
四
月
十
一

日
同
特
別
委
員
会
に
付
託
を
変
更
し
た
。

参
照　

一
八
四
号

第
三
節　

請
願
の
会
議

四
一
六　

請
願
は
、
一
括
し
て
議
題
と
す
る
の
を
例
と
す
る

第
四
十
六
回
国
会
以
後
、
請
願
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
委
員
会
の
審
査
を
終
わ
っ
た
も
の
全
部
を
一

括
し
て
議
題
と
す
る
の
を
例
と
す
る
。

（
注
）
第
四
十
六
回
国
会
昭
和
三
十
九
年
六
月
二
十
六
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
同
日
の
会
議
に
お
け
る
請
願
は
一

括
し
て
議
題
と
し
、
委
員
長
報
告
を
省
略
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
ま
た
、
第
四
十
七
回
国
会
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
十
七
日
の

議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
以
後
請
願
の
上
程
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
委
員
長
報
告
を
省
略



五
〇
八

す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。

参
照　

二
四
六
号

四
一
七　

請
願
は
、
委
員
長
の
報
告
を
省
略
す
る
の
を
例
と
す
る

第
四
十
六
回
国
会
以
後
、
請
願
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
議
院
に
諮
り
委
員
長
報
告
を
省
略
す
る
の
を

例
と
す
る
。参

照　

二
九
五
号

四
一
八　

請
願
は
、
委
員
会
決
定
の
と
お
り
採
択
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
採

決
す
る

請
願
は
、
委
員
会
決
定
の
と
お
り
採
択
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
採
決
す
る
。

こ
の
場
合
、
議
長
は
請
願
に
対
す
る
議
員
の
表
決
に
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
に
、
一
括
し
又
は
分
け
て
採
決
す
る
。

（
注
）
委
員
会
は
、
採
択
す
べ
き
請
願
に
つ
い
て
は
、
内
閣
に
送
付
す
る
を
要
す
る
も
の
と
要
し
な
い
も
の
と
に
区
分
し
、
必
要
に
応

（
国 

第
八
〇

条
）

（
規 

第
一

〇

四

一

〇

四

条
）

国 

第
八
〇
条

規 

第
一
七
〇

条

　

 

第
一
七
一

条



五
〇
九

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
三
節　

請
願
の
会
議　
　

（
四
一
七
、
四
一
八
）

第
四
節　

請
願
審
査
後
の
処
理　
　

（
四
一
九
）

じ
て
意
見
書
案
を
付
す
る
。

参
照　

三
三
五
号
、
四
一
九
号

第
四
節　

請
願
審
査
後
の
処
理

四
一
九　

内
閣
に
お
い
て
措
置
す
る
を
適
当
と
認
め
た
請
願
は
、
内
閣
に
送

付
す
る

採
択
し
た
請
願
の
う
ち
、
内
閣
に
お
い
て
措
置
す
る
を
適
当
と
認
め
た
も
の
（
内
閣
に
送
付
す
る
を
要
す
る
も
の
と
議
決
さ

れ
た
も
の
）
は
、
即
日
、
内
閣
に
送
付
す
る
。

意
見
書
が
付
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
を
併
せ
て
送
付
す
る
。

参
照　

四
一
八
号

国 

第
八
一
条

規 

第
一
七
一

条



五
一
〇

四
二
〇　

請
願
の
処
理
経
過
は
、
内
閣
か
ら
毎
年
議
院
に
報
告
さ
れ
る

請
願
の
処
理
経
過
は
、
内
閣
か
ら
毎
年
お
お
む
ね
二
回
議
院
に
報
告
さ
れ
る
。
な
お
、
請
願
の
処
理
経
過
は
、
参
議
院

情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
）
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
各
議
員
に
提
供
す
る
。

（
注
）
請
願
の
処
理
経
過
は
、
印
刷
し
て
各
議
員
に
配
付
し
て
い
た
が
、
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
け
る
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
の
協

議
を
踏
ま
え
、
令
和
元
年
十
月
四
日
に
召
集
さ
れ
た
第
二
百
回
国
会
か
ら
参
議
院
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
ト
ラ

ネ
ッ
ト
）
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
各
議
員
に
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

四
二
一　

請
願
の
審
査
結
果
は
、
紹
介
議
員
に
通
知
す
る

請
願
の
審
査
結
果
は
、
紹
介
議
員
に
対
し
、
当
該
議
員
紹
介
に
係
る
請
願
に
関
す
る
採
択
、
不
採
択
等
の
結
果
を
速
や

か
に
通
知
す
る
。

（
注
）
第
百
三
十
二
回
国
会
平
成
七
年
六
月
二
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
請
願
紹
介
議
員
か
ら
請
願
者
へ
審
査
結
果

を
連
絡
す
る
際
の
利
便
を
図
る
た
め
、
紹
介
議
員
に
対
し
、
当
該
議
員
紹
介
に
係
る
請
願
に
関
す
る
採
択
、
不
採
択
等
の
審
査

結
果
を
速
や
か
に
通
知
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。

国 

第
八
一
条

（
国 

第
七
九

条
）



五
一
一

第
十
七
章　

請
願
等　
　

第
四
節　

請
願
審
査
後
の
処
理　
　

（
四
二
〇
、
四
二
一
）

第
五
節　

地
方
議
会
か
ら
の
意
見
書　
　

（
四
二
二
）

第
五
節　

地
方
議
会
か
ら
の
意
見
書

四
二
二　

地
方
議
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
関
係
委
員
会
に
送
付
す

る

地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
地
方
議
会
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
受
理
し
た
後
、

そ
の
件
名
及
び
提
出
議
会
名
を
参
議
院
公
報
に
掲
載
し
、
関
係
委
員
会
に
参
考
の
た
め
送
付
す
る
。
ま
た
、
意
見
書
の

受
理
一
覧
及
び
意
見
書
本
文
を
参
議
院
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
（
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
）
に
掲
載
す
る
。

（
注
）
1　

 

第
百
四
十
七
回
国
会
に
お
け
る
地
方
自
治
法
の
改
正
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
よ
り
、
同
法
第
九
十
九
条
が

改
め
ら
れ
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
意
見
書
を
関
係
行
政
庁
の
ほ
か
、
国
会
に
も
提
出
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
た

め
、
第
百
四
十
九
回
国
会
平
成
十
二
年
七
月
二
十
八
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
地
方
議
会
か
ら
意
見
書

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
受
理
後
、
そ
の
件
名
及
び
提
出
議
会
名
を
参
議
院
公
報
に
掲
載
の
上
、
関
係
委
員
会
に
参
考
送

付
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
二
百
一
回
国
会
令
和
二
年
三
月
四
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、

意
見
書
の
受
理
一
覧
及
び
意
見
書
本
文
に
つ
い
て
、
参
議
院
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
に
掲
載
す
る
旨
の
決
定
が

あ
っ
た
。
な
お
、
地
方
議
会
か
ら
の
意
見
書
は
、
閉
会
中
に
も
受
理
す
る
。



五
一
二

2　

 

東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
の
制
定
に
伴
い
、
同
法
第
十
一
条
第
八
項
の

規
定
に
基
づ
い
て
、
認
定
地
方
公
共
団
体
等
が
国
会
に
提
出
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
復
興
特
別
意
見
書
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
第
百
七
十
九
回
国
会
閉
会
後
平
成
二
十
四
年
一
月
十
九
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
受
理
後
、
復

興
に
関
す
る
事
項
を
所
管
す
る
委
員
会
に
参
考
送
付
し
、
そ
の
件
名
、
提
出
地
方
公
共
団
体
名
等
を
参
議
院
公
報
に
掲
載

す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。
な
お
、
復
興
特
別
意
見
書
は
閉
会
中
に
も
受
理
す
る
。
ま
た
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法

（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
の
制
定
に
伴
い
、
同
法
第
三
十
九
条
（
現
行
第
七
条
の
二
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
準
用
す
る
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
第
十
一
条
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
福
島
県
知
事
が
国
会

に
提
出
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
福
島
復
興
再
生
特
別
意
見
書
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
百
八
十
回
国
会
平
成
二
十
四
年

四
月
四
日
の
議
院
運
営
委
員
会
理
事
会
に
お
い
て
、
復
興
特
別
意
見
書
と
同
様
と
す
る
旨
の
決
定
が
あ
っ
た
。
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号


